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１ 委員担当制たたき台について
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⚫ 全委員が、すべての施策に意見等が提出可能であることを大前提とする。

⚫ その上で、まちづくりの目標ごとに、担当委員を設けることについてご意見をいただきたい。
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いのちを大切にする
小田原

自然環境の恵みがあふ
れる小田原

未来を拓く人が育ち、
地域の絆が結ばれる

小田原

地域経済が好循環し、
多彩な資源が花開く

小田原

安心して暮らすことが
できる小田原

課題を乗り越え自ら未来を
切り拓く人が育つまち

地域コミュニティの絆が結
ばれ、地域の個性が発揮で

きるまち

豊かな資源の基に産業が育
ち、地域経済の好循環が生

まれるまち

多彩な文化が息づき、市民
が誇りと愛着を持てるまち

暮らしやすく快適に住み続
けることができるまち

市民の思いや願いが実現さ
れる、確かな行政運営基盤

を備えたまち

将来にわたり自然環境の恵
みがあふれ、暮らしや営み

と調和するまち

市民一人ひとりが尊重され、
誰もが自分らしく生き生き

と暮らせるまち

地域福祉1

高齢者福祉2

障がい福祉3

健康づくり4

こども・子育て支援5

地域医療6

消防・救急7

多様性8

自然共生9

生活環境保全10

脱炭素11

子育ち12

学校教育13

生涯学習14

市民活動・地域活動15

地域経済循環16

農林業17

水産業18

観光19

文化20

歴史資産21

スポーツ22

防災・減災23

安全・安心24

都市基盤25

生活空間26

上下水道27

行政経営28

デジタル化29

多様な主体とのまちづくり30

木村委員、渡邊清治委員、曽我委員

奥委員

関野委員、内山委員、
有賀委員、益田委員、渡邉ちい子委員

山口委員、山本委員、
関委員、平井委員、根岸委員

宮本委員、出石委員、
久田委員、信時委員、別所委員

【将来都市像】 【まちづくりの目標】 【まちの姿】 【施策】 【委員担当制たたき台】



２ 施策審議の進行について
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⚫ 第４～６回の施策審議の進行については、時間割ごとに担当委員からの意見等を聴取したのち、
委員全体から意見を聴取する。

○会場レイアウトイメージ ○当日の流れ（10/16（木）第４回会議を例に）

会長・副会長席
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企画部スペース

関係所管課
スペース

※時間割ごとに入れ替え
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時間割 進行 関係所管課出席予定

13:30-14:10
（40分）

担当委員質疑・意見
（20分） 【施策】23_防災・減災,24_安全・安心

地域安全課、防災対策課、健康づくり課、建築指導課、
開発審査課、国県事業推進課、道水路整備課

計７所管課全体質疑・意見
（20分）

（関係所管課入れ替え）

14:10-14:50
（40分）

担当委員質疑・意見
（20分）

【施策】25_都市基盤,26_生活空間,27_上下水道
政策調整課、地域交通課、都市政策課、都市計画課、
建築指導課、建設政策課、みどり公園課、
国県事業推進課、土木管理課、道水路整備課、建築課、
水道整備課、浄水管理課、経営総務課、給排水業務課、
下水道整備課

計16所管課

全体質疑・意見
（20分）

（関係所管課入れ替え）

14:50-15:30
（40分）

担当委員質疑・意見
（20分）

【施策】28_行政経営,29_デジタル化,30_多様な主体と
のまちづくり
広報広聴室、企画政策課、政策調整課、職員課、
コンプライアンス推進課、情報システム課、総務課、
財政課、資産経営課、契約検査課、検査担当課、
市税総務課、市民税課、資産税課、事業課、戸籍住民課、
文化政策課

計17所管課

全体質疑・意見
（20分）


